
広
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
実
務
研
修
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
指
定
研
修
実
施
機

関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。
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広
島
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南
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比
治
山
本

町
一
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号

平
成
二
八
年
三

月
一
八
日

平
成
二
八
年
三
月
一
八
日
か

ら
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日

ま
で


